
利用登録・申込み方法
LINEまたは電話で申請ができます。一時保育の利用には、事前に登録と面接が必要です。

港区LINE公式アカウント
友だち登録後、メニューを開き「申請・予約」から

「保育園一時保育（利用登録）」へお進みください。

利用
要件

①保護者の就労等により、家庭における育児が一時的に困難な場合

②保護者の育児疲れ解消等の私的な理由により、一時保育が必要な場合

対象
港区在住の生後4ヶ月から小学校就学
前の集団保育が可能なお子さん
※ 認可保育園等に入園していないお子さん

利用
期間

原則８回以内
※ 利用要件①の場合は月9回以上利用できます（月9回以
上利用する場合には就労証明書等を提出していただく必
要があります）

保育園名 住所 電話番号 ホームページ

芝浦アイランドこども園 芝浦4-20-1 03-5443-2530

神明保育園 浜松町1-6-7 03-6809-1099

たかはま保育園 港南4-3-7 03-5781-0255

元麻布保育園 元麻布2-14-12 03-５４４３-８８００

神応保育園 白金6-9-5 03-5422-6363

南青山保育園 南青山1-3-15 03-3401-5047

南麻布保育園 南麻布4-2-29-101 03-3442-5907

飯倉保育園 東麻布1-21-2 03-3583-5805

在宅子育ての支援策として、

保護者の育児疲れ解消や

断続的な勤務・短時間勤務等に

対応するための一時保育です。

利用に
あたっては

事前登録が
必要です

LINE
で申請

電話
で申請

区立保育園一時保育・実施園一覧

友達登録は
こちら


